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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第106期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第107期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第106期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 7,713 1,547 22,687

経常損益（百万円） 766 △630 626

四半期（当期）純損益（百万円） 502 △671 △873

純資産額（百万円） 21,956 18,992 19,718

総資産額（百万円） 33,356 23,458 25,703

１株当たり純資産額（円） 319.55 280.93 289.07

１株当たり四半期（当期）純損益金額（円） 7.40 △9.99 △12.88

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純損益金額（円） 7.35 － －

自己資本比率（％） 65.1 80.2 76.0

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,058 △196 439

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,259 △59 △1,803

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△341 △598 1,210

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万円） 2,821 2,324 3,188

従業員数（人） 602 589 580

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．「潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純損益金額（円）」については、第107期第１四半期連結累計(会

計)期間及び第106期は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため、記載してお

りません。
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２【事業の内容】

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 589 (162)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。

　

(2）提出会社の状況

 平成21年６月30日現在

従業員数（人） 536 (28)

　（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

また、当社より他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含んでおります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

工作機械事業 1,833 22.4

専用機その他の事業 88 44.6

合計 1,922 22.9

　（注）１．記載金額は標準仕切価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）受注状況

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、受注見込みによる生産方式をとっておりますので、受注の状況の記載を

省略しております。

　

(3）販売実績

当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％）

工作機械事業 1,453 19.3

専用機その他の事業 94 47.1

合計 1,547 20.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

  当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

  また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な規模での景気後退の中で、一部業種で設備稼働率の改

善が見られるものの、本格稼働には程遠く全般的には、企業業績悪化による設備投資の減少、雇用不安や所得減少か

ら個人消費の低迷など依然として厳しい状況が続いております。

　工作機械業界におきましても、受注は依然、国内外とも大きく落ち込んでおり、底ばい状態が続いております。

　このような状況下、当社グループも一部ＨＤＤ関連や中国における受注は上向く動きが窺えるものの、全体とし

て、受注は内外とも極めて低調に推移しました。

　当社グループは、このような厳しい環境下、前期より推進しておりますグループ全体での生産拠点の再編・効率化

および経費削減に全力で取組んでまいりました。

　また、新製品開発のピッチを上げるとともに、円高対応や価格競争力強化のため中国工場への一部生産移管を推進

する等、受注環境好転時に備え、将来への布石も打ってまいりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は前年同期比△79.9%の1,547百万円、連結営業損失は561百万

円、連結経常損失は630百万円、連結四半期純損失は671百万円となりました。

　

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　日本につきましては、売上高は1,427百万円、営業損失は580百万円となりました。

②　中国につきましては、売上高は387百万円、営業利益は13百万円となりました。
　
(2）キャッシュ・フローの状況

（キャッシュ・フロー）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて863百万円減少し2,324百万円

となりました。当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動による資金は、196百万円の支出(前年同期は1,058百万円の収入)となりました。　

　これは主に、減価償却費186百万円、売上債権の減少1,338百万円、たな卸資産の減少279百万円等により資金が増加

した一方、税金等調整前四半期純損失632百万円、仕入債務の減少1,206百万円等により資金が減少したことによる

ものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金は、59百万円の支出(前年同期は1,259百万円の支出)となりました。　

　これは主に、投資有価証券の取得による支出80百万円等により資金が減少したことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金は、598百万円の支出(前年同期は341百万円の支出)となりました。

　これは主に、社債の償還150百万円、自己株式の取得108百万円、配当金の支払い338百万円等により資金が減少した

ことによるものです。
　
(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
　
(4）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、161百万円であります。

　なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更

はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 320,000,000

計 320,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年８月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 68,019,379  68,019,379

東京証券取引所

大阪証券取引所

各市場第一部

単元株式数

1,000株

計 68,019,379  68,019,379 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成21年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　平成17年６月24日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 119

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 119,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成17年７月１日

至　平成37年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２

発行価格　　       1

資本組入額　   　  1

新株予約権の行使の条件

各新株予約権の一部行使はできないものとする。

その他の権利行使の条件は、当社と対象者の間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は（以下、「付与株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、新株予約権を発行する日（以下、「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式の分割または併合

を行う場合には、付与株式数は分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整の結果１株未

満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与

株式数を調整する。

２．各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式

１株当たりの払込金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

なお、発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する

場合（新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満

の端数は、これを切り上げる。

 
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるもの

とする。

また、発行日以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、行使価額は株式の分割または併合

の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

さらに、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするや

むを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使

価額を調整する。
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３．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役（委員会設置会社における執行役を含む。）、監査役および役付執行役員の

いずれの地位をも喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者

は、地位を喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）から当該権利行使開始日より７日を経過

する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使できるもの

とする。

(2)前項に関わらず、平成36年６月30日に至るまで新株予約権者が権利行使日を迎えなかった場合には、平成36

年７月１日より新株予約権を行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人が新株予約権を行使することができる。ただしこの場合、相続人は、新

株予約権者が死亡した日の翌日から６ヶ月を経過する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業

日）までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
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 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

②　平成18年６月23日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 51

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 51,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月21日

至　平成38年７月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格　　     609

資本組入額　   　305

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数に

ついてのみ行われるものとする。

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株

式数を調整する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記表の新株予約権の行使期間の期間内において、原則として当社の取締役（委員会設置

会社における執行役を含む。）、監査役、役付執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪失し

たときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の

翌日（以下、「権利開始日」という。）から当該権利開始日より７日を経過する日（ただし、当該日が営業日

でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(2)上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。

４．発行価格は、新株予約権の払込金額 608円と行使時の払込金額１円を合算しております。
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５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編成における再編成対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生日（吸収合併につき吸収合併契約がその効力を生ずる日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる

日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び

株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、

「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１

項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交

付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件

とする。

ⅰ　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

ⅲ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記（注）１．に準じて決定する。

ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上

記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

上記表における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、上記表における新株予約権の行使期間の満了日までとする。

ⅵ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

イ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。

ロ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本

金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

ⅶ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

ⅷ　新株予約権の取得条項

以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は

無償で新株予約権を取得することができる。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅸ　その他の新株予約権の行使の条件

上記表における新株予約権の行使の条件に準じる。
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③　平成18年６月23日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 51

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 51,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成18年７月21日

至　平成38年７月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格　　     609

資本組入額　   　305

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数に

ついてのみ行われるものとする。

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株

式数を調整する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、当社の取締役（委員会設置会社における執行役を含む。）、監査役、役付執行役員およびこ

れに準ずる使用人のいずれの地位をも喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの

場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日（以下、「権利開始日」という。）から当該権利開始日より

７日を経過する日（ただし、当該日が営業日でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使

できるものとする。

(2)上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。

４．発行価格は、新株予約権の払込金額 608円と行使時の払込金額１円を合算しております。
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５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編成における再編成対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新

設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式

移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残

存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第

８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付す

ることとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新

設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とす

る。

ⅰ　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

ⅲ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記（注）１．に準じて決定する。

ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上

記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

上記表における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、上記表における新株予約権の行使期間の満了日までとする。

ⅵ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

イ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。

ロ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本

金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

ⅶ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

ⅷ　新株予約権の取得条項

以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は

無償で新株予約権を取得することができる。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅸ　その他の新株予約権の行使の条件

上記表における新株予約権の行使の条件に準じる。
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④　平成19年６月22日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 67

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 67,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月10日

至　平成39年７月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格　　     514

資本組入額　   　257

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数に

ついてのみ行われるものとする。

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株

式数を調整する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記表の新株予約権の行使期間の期間内において、原則として当社の取締役（委員会設置

会社における執行役を含む。）、監査役、役付執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪失し

たときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の

翌日（以下、「権利開始日」という。）から当該権利開始日より７日を経過する日（ただし、当該日が営業日

でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(2)上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。

４．発行価格は、新株予約権の払込金額 513円と行使時の払込金額１円を合算しております。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編成における再編成対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生日（吸収合併につき吸収合併契約がその効力を生ずる日、吸収分割につき吸収分割契約がその効力を生ず

る日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及

び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以

下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ

交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件

とする。

EDINET提出書類

株式会社ツガミ(E01480)

四半期報告書

14/40



ⅰ　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

ⅲ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記（注）１．に準じて決定する。

ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上

記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

上記表における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、上記表における新株予約権の行使期間の満了日までとする。

ⅵ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

イ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。

ロ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本

金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

ⅶ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

ⅷ　新株予約権の取得条項

以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は

無償で新株予約権を取得することができる。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅸ　その他の新株予約権の行使の条件

上記表における新株予約権の行使の条件に準じる。
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⑤　平成19年６月22日定時株主総会決議　

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 77

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 77,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成19年７月10日

至　平成39年７月９日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格         514

資本組入額       257

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数に

ついてのみ行われるものとする。

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株

式数を調整する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記表の新株予約権の行使期間の期間内において、原則として当社の取締役（委員会設置

会社における執行役を含む。）、監査役、役付執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪失し

たときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の

翌日（以下、「権利開始日」という。）から当該権利開始日より７日を経過する日（ただし、当該日が営業日

でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(2)上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。

４．発行価格は、新株予約権の払込金額 513円と行使時の払込金額１円を合算しております。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編成における再編成対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生日（吸収合併につき吸収合併契約がその効力を生ずる日、吸収分割につき吸収分割契約がその効力を生ず

る日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及

び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以

下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ

交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件

とする。
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ⅰ　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

ⅲ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記（注）１．に準じて決定する。

ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上

記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

上記表における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、上記表における新株予約権の行使期間の満了日までとする。

ⅵ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

イ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。

ロ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本

金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

ⅶ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

ⅷ　新株予約権の取得条項

以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は

無償で新株予約権を取得することができる。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅸ　その他の新株予約権の行使の条件

上記表における新株予約権の行使の条件に準じる。

EDINET提出書類

株式会社ツガミ(E01480)

四半期報告書

17/40



 ⑥　平成20年６月20日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 83

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 83,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月８日

至　平成40年７月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格　　     280

資本組入額　   　140

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数に

ついてのみ行われるものとする。

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株

式数を調整する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記表の新株予約権の行使期間の期間内において、原則として当社の取締役（委員会設置

会社における執行役を含む。）、監査役、役付執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪失し

たときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の

翌日（以下、「権利開始日」という。）から当該権利開始日より７日を経過する日（ただし、当該日が営業日

でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(2)上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。

４．発行価格は、新株予約権の払込金額 279円と行使時の払込金額１円を合算しております。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編成における再編成対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生日（吸収合併につき吸収合併契約がその効力を生ずる日、吸収分割につき吸収分割契約がその効力を生ず

る日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及

び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以

下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ

交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件

とする。
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ⅰ　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

ⅲ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記（注）１．に準じて決定する。

ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上

記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

上記表における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、上記表における新株予約権の行使期間の満了日までとする。

ⅵ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

イ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。

ロ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本

金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

ⅶ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

ⅷ　新株予約権の取得条項

以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は

無償で新株予約権を取得することができる。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅸ　その他の新株予約権の行使の条件

上記表における新株予約権の行使の条件に準じる。
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⑦　平成20年６月20日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 51

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 51,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成20年７月８日

至　平成40年７月７日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格         280

資本組入額       140

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

　（注）１．新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数に

ついてのみ行われるものとする。

また、上記のほか、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株

式数を調整する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの金銭の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権者は、上記表の新株予約権の行使期間の期間内において、原則として当社の取締役（委員会設置

会社における執行役を含む。）、監査役、役付執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪失し

たときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の

翌日（以下、「権利開始日」という。）から当該権利開始日より７日を経過する日（ただし、当該日が営業日

でない場合には、前営業日）までの間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

(2)上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。

４．発行価格は、新株予約権の払込金額 279円と行使時の払込金額１円を合算しております。

５．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

組織再編成における再編成対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限

る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発

生日（吸収合併につき吸収合併契約がその効力を生ずる日、吸収分割につき吸収分割契約がその効力を生ず

る日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及

び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以

下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第

１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ

交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契

約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件

とする。
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ⅰ　交付する再編成対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類

再編成対象会社の普通株式とする。

ⅲ　新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数

組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記（注）１．に準じて決定する。

ⅳ　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編成後払込金額に上

記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金

額とする。再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることがで

きる再編成対象会社の株式１株当たり１円とする。 

ⅴ　新株予約権を行使することができる期間

上記表における新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日

から、上記表における新株予約権の行使期間の満了日までとする。

ⅵ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

イ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数

は、これを切り上げるものとする。

ロ　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資本

金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

ⅶ　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものと

する。

ⅷ　新株予約権の取得条項

以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は

無償で新株予約権を取得することができる。

イ　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ　当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

ハ　当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

ニ　当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ　新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要するこ

と若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについ

ての定めを設ける定款の変更承認の議案

ⅸ　その他の新株予約権の行使の条件

上記表における新株予約権の行使の条件に準じる。
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⑧　平成21年６月19日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 800

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 800,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 225

新株予約権の行使期間
自　平成23年７月７日

至　平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格         256

資本組入額       128

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．新株予約権１個当りの目的である株式の数（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記

載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株

未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×株式分割・株式併合の比率

なお、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的である株式の数に

ついてのみ行われるものとする。

また、上記のほか、決議日後、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範

囲で対象株式数を調整する。

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受けるこ

とができる株式１株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取引が成立

しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の

平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げる。）又は割当日の前日の終値（当日に終値がない

場合はそれに先立つ直近の取引日の終値）のいずれか高い金額とする。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式に

より調整し、調整の結果により生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割・株式併合の比率
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また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場

合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、当社

普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券の転換又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約

権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式によ

り調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に

かかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分す

る自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、他の種類株式の普通株式への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当

を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の

条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

３．新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約

もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無

償で取得することができる。

４．発行価格は、新株予約権の払込金額 31円と行使時の払込金額225円を合算しております。
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⑨　平成21年６月19日取締役会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 191

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 191,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月７日

至　平成41年７月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格         124

資本組入額        62

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

　（注）１．新株予約権の目的である株式の数（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合等を行

うことにより、対象株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×株式分割・株式併合の比率

２．各新株予約権の行使に際して出資される金額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの払込金額の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

  (1)新株予約権者は、上記表における新株予約権の行使期間内において、原則として当社の取締役（委員会設

置会社における執行役を含む。）、監査役、役付執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪

失したときに限り、募集新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪

失した日の翌日から７営業日を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

　　新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないもの

とする。

  (2)上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。　

４．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 　　

　(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ

を切り上げるものとする。

　(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の

資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．譲渡による募集新株予約権の取得の制限

譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

６．募集新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約

もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無

償で取得することができる。

７．募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを

切り捨てるものとする。

８．発行価格は、新株予約権の払込金額 123円と行使時の払込金額１円を合算しております。
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⑩　平成21年６月19日定時株主総会決議

 
第１四半期会計期間末現在
（平成21年６月30日）

新株予約権の数（個）　（注）１ 111

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数1,000株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 111,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間
自　平成21年７月７日

至　平成41年７月６日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）　（注）２、４

発行価格         124

資本組入額        62

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するためには、取締役会の承認を要す

る。

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権の目的である株式の数（以下、「対象株式数」という。）は1,000株とする。

なお、当社が、当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合等を行

うことにより、対象株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。

　調整後対象株式数＝調整前対象株式数×株式分割・株式併合の比率

２．各新株予約権の行使に際して出資される金額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けること

ができる株式１株当たりの払込金額の額を１円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

３．新株予約権の行使の条件

  (1)新株予約権者は、上記表における新株予約権の行使期間内において、原則として当社の取締役（委員会設

置会社における執行役を含む。）、監査役、役付執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪

失したときに限り、募集新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪

失した日の翌日から７営業日を経過する日までの間に限り、募集新株予約権を行使することができる。

　　新株予約権者が募集新株予約権を放棄した場合には、かかる募集新株予約権を行使することができないもの

とする。

  (2)上記以外の権利行使の条件については取締役会において承認する。　

４．募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 　　

　(1)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これ

を切り上げるものとする。

　(2)募集新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記（1）記載の

資本金等増加限度額から上記（1）に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

５．譲渡による募集新株予約権の取得の制限

譲渡による募集新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

６．募集新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約

もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無

償で取得することができる。

７．募集新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

募集新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを

切り捨てるものとする。

８．発行価格は、新株予約権の払込金額 123円と行使時の払込金額１円を合算しております。
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（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成21年４月１日

～平成21年６月30

日

－ 68,019,379 － 10,599 － 4,138

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。　

（６）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　

①【発行済株式】

 平成21年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　453,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 67,063,000 67,063 －

単元未満株式 普通株式    503,379 － －

発行済株式総数 68,019,379 － －

総株主の議決権 － 67,063 －

　（注）上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄には証券保管振替機構名義の株式が、12千株（議決権

の数12個）含まれております。

　

②【自己株式等】

 平成21年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ツガミ
東京都中央区日本

橋堀留町1-９-10
453,000 － 453,000 0.67

計 － 453,000 － 453,000 0.67
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月

最高（円） 177 197 236

最低（円） 143 152 195

（注）株価の最高・最低は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表

規則に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平

成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当

第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成21

年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については新日本有限責任監査法人による四半

期レビューを受けております。

　　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　　第106期連結会計年度　　　　　　　　　 　あずさ監査法人

　　第107期第１四半期連結累計期間　　　　　 新日本有限責任監査法人
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,374 3,238

受取手形及び売掛金 3,331 4,677

商品及び製品 1,456 1,336

仕掛品 4,380 4,755

原材料及び貯蔵品 2,047 2,088

繰延税金資産 133 122

その他 395 367

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 14,019 16,486

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,850 3,919

機械装置及び運搬具（純額） 1,648 1,886

土地 591 591

建設仮勘定 146 18

その他（純額） 199 217

有形固定資産合計 ※1
 6,437

※1
 6,633

無形固定資産 41 43

投資その他の資産

投資有価証券 2,297 1,840

関係会社出資金 218 218

長期貸付金 3 3

繰延税金資産 311 335

その他 ※3
 99

※3
 111

投資その他の資産合計 2,929 2,508

固定資産合計 9,408 9,184

繰延資産 30 32

資産合計 23,458 25,703

EDINET提出書類

株式会社ツガミ(E01480)

四半期報告書

29/40



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 896 2,129

短期借入金 500 500

1年内償還予定の社債 300 300

未払法人税等 43 46

賞与引当金 194 142

製品保証引当金 61 75

その他 506 661

流動負債合計 2,501 3,855

固定負債

社債 1,050 1,200

退職給付引当金 824 823

役員退職慰労引当金 8 8

その他 81 96

固定負債合計 1,965 2,129

負債合計 4,466 5,984

純資産の部

株主資本

資本金 10,599 10,599

資本剰余金 4,147 4,138

利益剰余金 4,364 5,373

自己株式 △186 △92

株主資本合計 18,924 20,019

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △106 △508

為替換算調整勘定 0 20

評価・換算差額等合計 △105 △487

新株予約権 173 187

純資産合計 18,992 19,718

負債純資産合計 23,458 25,703
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

売上高 7,713 1,547

売上原価 6,150 1,388

売上総利益 1,562 159

販売費及び一般管理費

給料及び手当 231 158

賞与引当金繰入額 41 12

退職給付費用 25 25

役員退職慰労引当金繰入額 4 －

研究開発費 112 161

保険料 23 21

製品保証引当金繰入額 － 4

その他 435 336

販売費及び一般管理費合計 874 721

営業利益又は営業損失（△） 688 △561

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 18 17

受取賃貸料 3 1

為替差益 77 －

助成金収入 － 67

その他 10 62

営業外収益合計 109 149

営業外費用

支払利息 4 5

手形売却損 18 13

休止費用 － 161

その他 8 37

営業外費用合計 31 217

経常利益又は経常損失（△） 766 △630

特別損失

固定資産売却損 － 1

減損損失 99 －

たな卸資産評価損 26 －

その他 5 －

特別損失合計 131 1

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

635 △632

法人税、住民税及び事業税 274 8

過年度法人税等 － 17

法人税等調整額 △142 13

法人税等合計 132 39

四半期純利益又は四半期純損失（△） 502 △671
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

635 △632

減価償却費 233 186

減損損失 99 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23 1

受取利息及び受取配当金 △18 △17

支払利息 4 5

有形固定資産売却損益（△は益） － 1

売上債権の増減額（△は増加） 792 1,338

たな卸資産の増減額（△は増加） △737 279

仕入債務の増減額（△は減少） 562 △1,206

その他 157 △134

小計 1,705 △179

利息及び配当金の受取額 18 17

利息の支払額 △4 △5

法人税等の支払額 △661 △29

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,058 △196

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △10 △10

定期預金の払戻による収入 10 10

有形固定資産の取得による支出 △264 △2

有形固定資産の売却による収入 － 3

投資有価証券の取得による支出 △986 △80

貸付金の回収による収入 － 20

その他 △7 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,259 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,500 500

短期借入金の返済による支出 △2,500 △500

社債の償還による支出 － △150

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △1 △108

配当金の支払額 △340 △338

リース債務の返済による支出 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △341 △598

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △531 △863

現金及び現金同等物の期首残高 3,352 3,188

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,821

※
 2,324
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　会計処理基準に関する事項の変更 　重要な引当金の計上基準の変更

　製品保証引当金

　当社は、前連結会計年度の第２四半期連結会計期間より、製品販売後の

無償保証期間に生じる補修費の支出に備えるため、過去の実績率等に基

づく見込額を計上しております。これにより、前第１四半期連結会計期間

と当第１四半期連結会計期間で補修費の計上方法が異なっております。

なお、前第１四半期連結会計期間は、変更後の方法によった場合に比べ

て、営業利益、経常利益は、それぞれ２百万円多く計上され、税金等調整前

四半期純利益は、88百万円多く計上されております。

 
【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定す

る方法によっております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。

３．法人税等の算定方法 　法人税等の納付額の算定については、加味する加減算項目や税額控除項目を

重要なものに限定する方法によっております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、11,581百万円で

あります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、11,454百万円で

あります。

２．受取手形割引高は、643百万円であります。

輸出受取手形割引高は、1,634百万円であります。

２．受取手形割引高は、812百万円であります。

輸出受取手形割引高は、3,069百万円であります。

※３．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 118百万円

※３．資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 118百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 2,871百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50

現金及び現金同等物 2,821百万円

 

現金及び預金勘定 2,374百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △50

現金及び現金同等物 2,324百万円

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式 68,019千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式 1,031千株

 

３．新株予約権等に関する事項

ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 親会社　173百万円

 

４．配当に関する事項

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月14日
取締役会

普通株式 337 利益剰余金 5.00平成21年３月31日平成21年６月２日
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21

年４月１日　至平成21年６月30日）

　工作機械事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

　　　 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年６月30日）

 
日本

（百万円）　
中国

（百万円）
計　

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）　

Ⅰ．売上高及び営業損益                 　

売上高                 　

(1）外部顧客に対する売上高 1,228 319 1,547 － 1,547

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
198 68 267 (267) －

計 1,427 387 1,814 (267) 1,547

営業利益又は営業損失(△) △580 13 △566 (△5) △561

（注）１．国別の区分の方法は、事業活動の地域的独立性によっております。

２．営業費用の配賦方法の変更

　当第１四半期連結累計期間のセグメント別営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能費用の金額

はありません。

　なお、前連結会計年度まで、主に当社本社の総務部門費等管理部門に係る費用を、配賦不能費用として消去又は

全社の項目に含めておりましたが、所在地別セグメント管理の重要性が増し、セグメント別の損益をより明確

に表示するため、当第１四半期連結累計期間より、それぞれの費用の性質に応じ、合理的な配賦基準に基づき、

各セグメントへ配賦することに変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用は162百万円増加し、営業損失は同額

増加しております。

EDINET提出書類

株式会社ツガミ(E01480)

四半期報告書

35/40



　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 アジア アメリカ ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,817 785 339 3,943

Ⅱ　連結売上高（百万円）    7,713

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
36.5 10.2 4.4 51.1

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 アジア アメリカ ヨーロッパ 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 744 99 47 891

Ⅱ　連結売上高（百万円）    1,547

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
48.1 6.4 3.1 57.6

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国又は地域

(1）アジア……………台湾、タイ、香港、シンガポール、中国、韓国、インド

(2）アメリカ…………アメリカ合衆国

(3）ヨーロッパ………ドイツ、スイス、イタリア、フランス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

その他有価証券で時価のあるものは、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動がありません。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引について、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動は認められま

せん。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

１．ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　９百万円

　

２．当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 280.93円 １株当たり純資産額 289.07円

２．１株当たり四半期純利益金額又は損失金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 7.40円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
7.35円

１株当たり四半期純損失金額 9.99円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は損失金額　 　 　

四半期純利益又は損益(△)（百万円） 502 △671

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

普通株式に係る四半期純利益又は損益(△)（百万

円）
502 △671

期中平均株式数（千株） 67,923 67,225

 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（百万円） － － 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） － － 

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） － － 

普通株式増加数（千株） 467 － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

─────　

　

─────　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（リース取引関係）

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引にかかる方法に準じて処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結

会計年度末に比べて著しい変動は認められません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年８月13日

株式会社ツガミ

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 堀之北　重久　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　量　　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツガミの平

成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６

月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツガミ及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年８月12日

株式会社ツガミ

取締役会　御中

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

 
指定有限責任社員
業務執行社員　

 公認会計士 宮 島 道 明 　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 五十嵐　朗　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 野 本 直 樹 　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ツガミの平

成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６

月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ツガミ及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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